
 
                                                                  

 

２０２３年日本政府年次報告 

「障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約（第１５９号）」 

（２０１７年６月１日～２０２３年５月３１日） 

 
１．質問（ａ）について 

前回までの報告中、 

「雇用対策法（１９６６年法律第１３２号）」 

雇用対策法施行令（１９６６年政令第２６２号） 

雇用対策法施行規則（１９６６年労働省令第２３号） 

を 

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

（１９６６年法律第１３２号）」 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施

行令（１９６６年政令第２６２号） 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施

行規則（１９６６年労働省令第２３号） 

に改める。 

 

〔第１条〕 

前回までの報告中、 

「また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては、「精神障害者」を統合失

調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾

患を有する者と定義している（同法第５条）。」 

を 

「また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては、精神障害者を「「精神障

害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他

の精神疾患を有する者をいう。」と定義している（同法第５条）。」 

に改める。 

 

〔第２条〕 

前回までの報告中、 

「障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るに当たり、今後とも社会全体の理解と協

力を得るよう意識の啓発に努め、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現という理念を一層浸透さ

せるとともに、この理念に沿って、障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるよう

にすることが基本となる。この点を踏まえ、新たに法定雇用率の算定基礎の対象となる精

神障害者に重点を置きつつ、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合的に講じ
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る（障害者雇用対策基本方針第４）こととしている。」 

を 

「障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るに当たっては、今後とも社会全体の理解

と協力を得るよう啓発に努め、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の理念を一層浸透させるととも

に、この理念に沿って、障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるようにすること

が基本となる。この点を踏まえ、公的機関・民間企業に対して雇用率達成に向けた指導を

行うことや、更なる積極的な障害者雇用を図るための取組を推進することに加え、障害者

の雇用の質の向上のための取組を進める。また、精神障害者をはじめとして、個別性の高

い支援が必要な者に重点を置きつつ、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合

的に講ずる（障害者雇用対策基本方針第４）こととしている。」 

に改める。 

また、前回までの報告中、 

「障害者基本計画（第３次２０１３年～２０１７年）においては、雇用・就業の確保に関

して、公共職業安定所の障害者就職件数を平成２０１３年度から２０１７年度までの累計

で３７万件に、５０人以上の規模の企業で雇用される障害者数を２０１７年時点で４６．

６万人に、職場適応援助者（ジョブコーチ）の養成数を２０１７年度までに９，０００人

に、職場適応援助者（ジョブコーチ）の支援終了後の職場定着率を２０１７年度までに８

０％以上にすることを目指すこととしている。加えて、２０１４年までに就労移行支援及

び就労継続支援Ａ型の利用者数を、それぞれ６９．５万人日分、５６．４万人日分とする

こと等を目指すこととしている。」 

を 

「障害者基本計画（第５次２０２３年度～２０２７年度）においては、２０２７年度に雇

用率達成企業の割合を５６．０％とすること、２０２３年度から２０２７度までの累計で

公共職業安定所を通じた障害者就職件数を６２．２万件とすること等を目指すこととして

いる。」 

に改める。また、その下に、 

「加えて、第６期障害福祉計画（２０２１年度～２０２３年度）で、就労定着支援事業に

よる支援の利用時点から１年後の職場定着率を８０％の事業所を全体の７０％とすること

等を目指すこととしている。 

さらに、２０２２年１２月、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律等の一部を改正する法律が成立し、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択

ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合

った選択を支援する新たなサービス（就労選択支援）を創設した。（法の公布後３年以内

の政令で定める日に施行される。）その他、週所定労働時間１０時間以上２０時間未満の

重度障害者や精神障害者の実雇用率算定や、雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の

雇用管理に関する相談援助の支援、加齢に伴い職場への適応が困難となった障害者への雇
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用継続の支援に関する助成金を新設した。（２０２４年４月施行）」 

を追加する。 

 

〔第３条〕 

前回までの報告に追加又は変更すべき事項はない。 

 

〔第４条〕 

前回までの報告中、 

「障害者雇用促進法において、適正な雇用管理についての事業主の責務について規定して

いる（同法第５条）ことに基づき、障害者雇用対策基本方針において、事業主に対し、採

用及び配置、教育訓練の実施、処遇、安全・健康の確保等に際し、適正な雇用管理を行う

ことにより、障害者がその適性と能力に応じて、健常者とともに、生きがいを持って働け

るような職場作りを進めるとともに、その職業生活が質的に向上されるよう努めることを

規定する（同方針第３）。」 

を 

「障害者雇用促進法において、適正な雇用管理についての事業主の責務について規定して

いる（同法第５条）ことに基づき、障害者雇用対策基本方針において、事業主に対し、採

用及び配置、教育訓練の実施、処遇、安全・健康の確保等に際し、適正な雇用管理及び職

業能力の開発・向上に関する措置を行うことにより、障害者がその希望や障害特性に応

じ、その能力や適性を十分発揮でき、障害のない人とともに生きがいを持って働けるよう

な職場作りを進めることを通じて、雇用の質の向上が図られるよう努めることを規定する

（同方針第３）。」 

に改める。 

 

〔第５条〕 

前回までの報告に追加又は変更すべき事項はない。 

 

〔第７条〕 

前回までの報告中、 

「さらに、就労移行支援事業において、就労を希望する障害者に対して、生産活動等の機

会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行い（障害

者総合支援法第５条第１３項）、就労継続支援事業において、通常の事業所に雇用される

ことが困難な障害者に対して、就労・生産活動等の機会の提供を通じて、その知識及び能

力の向上のために必要な訓練等を行っている（同条第１４項）。」 

を 

「さらに、就労移行支援事業において、就労を希望する障害者に対して、生産活動等の機

会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行い（障害
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者総合支援法第５条第１３項）、就労継続支援事業において、通常の事業所に雇用される

ことが困難な障害者に対して、就労・生産活動等の機会の提供を通じて、その知識及び能

力の向上のために必要な訓練等を行い（同条第１４項）、就労定着支援事業において、就

労移行支援事業所等の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、障

害者を雇用した事業所、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整、障害者が雇

用されることに伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、

指導及び助言その他の必要な支援を行っている（同条第１５項）。」 

に改める。 

 

〔第８条〕 

前回までの報告に追加又は変更すべき事項はない。 

 

〔第９条〕 

前回までの報告に追加又は変更すべき事項はない。 

 

２．質問（ｂ）について 

【２０１８年条約勧告適用専門家委員会のオブザベーションについて】 

（１）不遵守に対して課された制裁の件数と金額を含め、雇用率要件の対象となる全ての

企業において障害者の法定雇用率を達成するために講じている措置の性質と効果に関

する情報 

法定雇用率を達成していない事業主に対しては、障害者の雇用の促進等に関する法

律（昭和３５年法律第１２３号。以下「障害者雇用促進法」という。）に基づき、雇

入れ計画の作成命令や当該計画の適正実施の勧告等のきめ細かな指導を行うととも

に、それでも改善が見られない場合には企業名を公表することとしている（企業名公

表は２０１８年度～２０２１年度において計７件）。また、法定雇用率を達成してい

ない企業のうち常用労働者が１００人を超える企業については、障害者の雇用に伴う

経済的負担を調整するため、不足１人当たり原則月５万円の障害者雇用納付金を徴収

しており、２０２１年度分の納付金徴収の対象事業主は２７，５５３事業主であっ

た。 

法定雇用率の達成に向けた措置としては、日常業務として公共職業安定所において

企業に対し雇用率達成指導を実施しているほか、公共職業安定所と関係機関が連携

し、就職準備段階から採用後の職場定着まで一貫した支援を実施する「チーム支援」

を推進している。 

加えて、２０２４年度から、障害者雇用の経験・ノウハウが不足する事業主への障

害者雇用に関する相談援助のための助成金の創設、障害者の雇入れ時の支援の拡充に

より、障害者の雇入れを積極的に支援するとともに、雇入れ時等の介助者、ジョブコ

ーチ、専門職等による職場への定着支援の拡充、障害者及びその支援者の能力開発
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や、中高年齢者の障害者の雇用継続のための助成金の創設により、障害者の職業人生

全体を通じた支援の強化を行い、雇用を確保するだけではなく、質の高い雇用のため

の事業主の取組を支援することとしている。 

 

（２）２０１６年の障害者差別解消法の施行を含む、開かれた労働市場における障害者の

雇用機会を高めるという観点から実施された措置の効果に関する情報 

２０２２年６月現在の民間企業における雇用障害者数は６１３，９５８．０人で、

前年より１６，１７２．０人増加（前年比２．７％増）し、１９年連続で過去最高と

なった。また、実雇用率は２．２５％（前年は２．２０％）と、１１年連続で過去最

高となるなど、障害者雇用は着実に進展している。 

なお、委員会のオブザベーションには「政府に対し、２０１６年の障害者差別解消

法の施行を含む（中略）情報の提出を継続するように要請する」とあるが、障害者差

別解消法第１３条では、行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対し

して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者雇用促進法

の定めるところによると規定しており、同法に基づく各種措置を実施しているとこ

ろ。 

 

（３）可能な限り性別、年齢、障害の種類別に分けて集計した最新の統計並びに条約が対

象とする事項に関する報告、研究及び調査の抜粋 

【可能な限り性別、年齢、障害の種類別に分けて集計した最新の統計】 

２０２２年６月現在の民間企業における雇用障害者のうち、身体障害者は３５

７，７６７．５人（前年比０．４％減）、知的障害者は１４６，４２６．０人（同

４．１％増）、精神障害者は１０９，７６４．５人（同１１．９％増）だった。ま

た、身体障害者の部位別雇用状況は、実人数で、視覚障害者が１３，６９７人、聴

覚又は平衡機能障害者が３２，０５９人、肢体不自由者が１１２，２４１人、内部

障害者が８１，０１１人だった。 

 

【条約が対象とする事項に関する報告、研究及び調査の抜粋】 

令和４年度に研究を行った厚生労働科学研究費補助金（※）による障害者雇用に

関する研究・報告書は次の３件である。 

・就労系障害福祉サービスの支給決定プロセスにおける職業的なアセスメントを介

した多機関連携のあり方に関する研究 

（URL: https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/163834） 

・就労系障害福祉サービスにおけるテレワークによる就労の推進のための研究 

（URL: https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/163885） 

・企業等で雇用されている間における就労継続支援等の適正な実施プロセスについ

ての研究 
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（URL: https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/163995） 

（※）厚生労働科学研究の振興を促し、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働

安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図る

ことを目的とした厚生労働省の補助金。 

 

その他、障害者の就労困難性の判断の在り方に係る調査・研究等については、独

立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施している、事業主が採用

後に障害を把握した発達障害者の就労継続事例等に関する調査研究（２０２２年度

～２０２３年度）や精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究

（２０２２年度～２０２４年度）等がある。 

 

（４）職業リハビリテーション政策及び障害者雇用に関する政策策定、実施及び評価にお

いて、社会的パートナー並びに障害者団体の代表者の見解及び懸念が組織的に考慮さ

れた事例 

障害者雇用分野における重要事項の調査審議については、公益、労働者、使用者及

び障害者の代表者により構成される労働政策審議会障害者雇用分科会において行って

おり、２０人の委員のうち、障害者の代表は４人である。上記(２)の障害者雇用の状

況についても労働政策審議会障害者雇用分科会に対して報告を行っている。 

また同分科会においては、公共職業安定所における障害者の就職件数など、障害者

雇用施策に関する目標を設定し、その運用及び実績の評価を行っているところであ

る。 

この他、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、行政運営の公正さの

確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的として、事

前に広く障害者の方々を含めた一般から意見を募り、その意見を考慮するパブリック

コメントを行っているところである。 

具体的には、２０２２年の障害者雇用促進法の改正に当たっては、労働政策審議会

障害者雇用分科会で進められてきた障害者雇用施策全般についての議論を意見書とし

て取りまとめ、当該意見書を踏まえ改正法案を作成した。また、法改正を踏まえ、

「障害者雇用対策基本指針」や「障害者活躍推進計画作成指針」を改正するに当たっ

ても、労働政策審議会障害者雇用分科会に案を示して議論を行い、委員の意見を案に

反映している。 

加えて、同基本方針及び同作成指針についても、上記パブリックコメントを行った

ところである。 

 

（５）雇用関係の確立や開かれた労働市場への参加が困難な重度障害者の就労及び所得創

出の機会を増やすために講じられた又は計画された措置に関する詳細な最新情報 

就労移行支援事業では、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対
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して、生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な訓練、求職活

動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、定着のために必要な相談等の支援を

行っており、利用者は２０２２年１１月現在で全国で約３．６万人である。 

就労継続支援Ｂ型事業所では、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用

契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の提供そ

の他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行っている。利

用者は２０２２年１１月現在で全国で約３２万人である。 

 

（６）就労継続支援事業に基づくＢ型事業からＡ型事業への移行者数及び一般就労への移

行者数、並びに障害者の福祉から開かれた労働市場での雇用への移行を支援するため

に公共職業安定所が実施している措置の効果に関する最新情報 

【就労継続支援事業に基づくＢ型事業からＡ型事業への移行者数】 

就労継続支援事業に基づくＢ型事業からＡ型事業への移行者数は２０２１年で２，

０２７人である。 

【一般就労への移行者数】 

２０２１年の就労移行支援事業等からの一般就労への移行者は、約２．１万人とな

っており、１５年間で約９倍に増加している。 

 

【障害者の福祉から開かれた労働市場での雇用への移行を支援するために公共職業安

定所が実施している措置の効果に関する最新情報】 

就職を希望する障害のある人に対しては、公共職業安定所が中心となって、障害者

就業・生活支援センター（障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の

関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施）、

地域障害者職業センター（障害者一人ひとりのニーズに応じた、職業評価、職業指

導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビリテーションや、事業主に

対する雇用管理に関する専門的な助言等を実施）、就労移行支援事業所、特別支援学

校、医療機関等の関係機関からなる「障害者就労支援チーム」を作り、就職準備段階

から職場定着まで一貫した支援を行う「チーム支援」を実施しており、２０２１年度

においては「チーム支援」における就職支援対象者数は３６，０２４人、就職者数は

１９，６６１人（就職率５４．６％）であった。また、就労移行支援事業所は、２０

２２年１１月現在で２，９９１カ所、就労定着支援事業所は、２０２２年１１月現在

で１，５３４カ所設置されている。２０１１年度からは、障害者雇用の専門的知識を

有し、労働局に配置されている就職支援コーディネーターを活用し、地方自治体、医

療機関なども含めた地域の関係機関との連携体制の更なる強化を行い、継続的な支援

を実施することで、福祉・教育・医療から一般雇用への移行を促進している。 

 

（７）作業施設における障害者の処遇が条約の原則、特に機会と処遇の平等の原則（第４
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条）に合致することを確保するために講じられる措置の特性と効果に関する情報 

機会の均等については、就労継続支援Ｂ型事業においても、個々の利用者の希望や

能力に応じて求職活動や職場定着に関する支援を行っているところであり、２０２１

年において就労継続支援Ｂ型事業所から一般就労へ移行した方は３，８５３人であっ

た。 

就労継続支援Ｂ型事業所で働く方々の待遇の均等については、工賃向上計画に基づ

く施策を講じるなどにより、就労継続支援Ｂ型事業所を利用する障害者に支払われる

工賃の増加をはかっているところである。 

 

（８）Ｂ型事業に参加している障害者の賃金に関するものを含め、労働条件の平等を確保

するために講じられた又は計画された措置に関する情報 

就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供のために、一般就労が困難である者に

は、就労継続支援Ｂ型事業所等での工賃水準を向上させることが重要であり、そのた

めの取組として、各都道府県において工賃倍増５カ年計画（２００７年度～２０１１

年度）が実施され、都道府県レベルでの計画策定・関係機関等の関係者との連携体制

の確立に重点を置き、工賃向上への取り組みが推進されてきたが、個々の事業所レベ

ルでは、必ずしも全ての事業所で計画の策定がなされておらず、十分な工賃向上とな

り得ていなかった。 

そこで、２０１２年度から２０１４年度にわたり、各都道府県において「工賃向上

計画」を策定し、工賃の向上に関する目標を設定すること等により、取組を計画的に

進めてきた。更に工賃向上に当たっては、計画に基づいた継続的な取組が重要である

ことから、２０１５年度以降も各都道府県において「工賃向上計画」を策定し、工賃

向上の取組を実施している（２０１２年度以降は３年毎に「工賃向上計画」を策定し

ている）。官民一体となった取組を推進し、具体的には、各事業所において、民間企

業などの技術、ノウハウ等を活用した取組（経営コンサルタントや企業ＯＢの受け入

れによる経営改善、企業経営感覚の醸成等）、複数の事業所が共同して受注、品質管

理等を行う取組の推進、工賃引き上げに積極的な事業所における好事例の紹介、事業

所の経営意識の向上及び事業所職員の人材育成に資する研修・説明会の開催、商品や

サービスのＰＲを行うとともに、販売会・商談会の実施、障害者就労施設などに受注

などを斡旋又は仲介する等の業務を行う共同受注窓口による情報提供体制の整備、農

業等に関する専門家の派遣や農福連携マルシェの開催等の支援を行っている。 

この結果、就労継続支援Ｂ型事業所の２０２１年度の工賃は、２００６年度から３

５％増加している。 

また、２０１３年４月より施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等

の調達に関する法律」により、国、独立行政法人及び地方公共団体等は、障害者就労

施設等から物品やサービスを優先的に調達する努力義務が課されており、２０２１年

度の調達実績は、約２１１億円であった。 
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（９）就労継続支援Ｂ型事業参加者へのサービス料に係る支払免除の積極的な措置の継続

と、障害者に就労継続支援Ｂ型事業に関与するよう促し、最終的に労働市場に参加で

きるようにするために講じている措置の効果に関する情報 

２０１０年に障害者自立支援法を改正し、障害福祉サービスの利用者負担に関して

は応能負担であることを法律上明確にしている。 

具体的には、障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて４区分の負担上限月額

が設定され、１ヶ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じな

い。 

その結果、就労継続支援Ｂ型の利用者数は２０１０年から２０２２年で約２万８千

人増加している。また、２０２２年１１月現在で、就労継続支援Ｂ型を含む障害福祉

サービス利用者の９２．７％が無料でサービスを利用している。 

 

（１０）ダブルカウント方式に対して実施した又は予定している修正を含め、雇用率制度

の下で雇用されている障害者及び重度障害者に関する情報 

２０２２年６月現在の雇用障害者数は、民間企業において６１３，９５８．０人、

国及び地方公共団体等の機関において５４，６４７．５人である。 

民間企業の障害者雇用者数は１９年連続で過去最高を更新する等、着実に進展して

おり、実雇用率は２．２５％と過去最高となっている。 

また、民間企業で雇用される重度障害者（障害者雇用促進法第２条第３号により規

定される重度身体障害者及び第５号により規定される重度知的障害者をいう。）数

は、１２５，４３３人であり、前回報告した１０９，７６５人(２０１６年６月時点)

と比べて増加していることから、重度障害者のダブルカウント（１人を２人に相当す

るものとすること）は、重度障害者の雇用機会の確保及び拡大のため、今後とも必要

かつ有効であると考える。 

 

（１１）障害者雇用促進法に関して実施した評価に関する情報を含め、職場における合理

的配慮の提供に関する措置の実施及び結果に関する情報 

２０１３年の障害者雇用促進法の改正により、雇用の分野における障害者に対

する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置

を規定し、２０１５年３月には「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定め

る事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」及び「雇用の分野における障

害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者

の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ず

べき措置に関する指針」の策定等を行った。 

また、都道府県労働局や公共職業安定所においても、合理的配慮の提供について

周知や相談対応等を行うとともに、法違反が認められた場合等は、事業主に対する
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助言・指導・勧告等を行っており、２０２１年度の公共職業安定所への相談件数は

２４４件となっている。 

 

３．質問（ｃ）について 

前回までの報告に追加又は変更すべき事項はない。 

 

４．質問（ｄ）について 

  本報告の写しを送付した代表的労使団体は以下のとおり。 

  （使用者団体）一般社団法人 日本経済団体連合会 

  （労働者団体）日本労働組合総連合会 

 

５．質問（ｅ）について 

【全国福祉保育労働組合（福祉保育労）からの意見書について】 

  ２０１７年８月２７日付全国福祉保育労働組合（福祉保育労）の見解を添付する（別

添２）。なお、当該見解に対する日本政府の見解は以下のとおり。 

 

１．専門家委員会の審議結果に対する見解 

（１）前回報告書以降の問題点 

１．第１、２、３条 

２. 【２０１８年条約勧告適用専門家委員会のオブザベーションについて】の

（１）及び(２)に記載のとおり。 

 

２．第５条 

障害者雇用分野における重要事項の調査審議については、公益、労働者、使用者

及び障害者の代表者により構成される労働政策審議会障害者雇用分科会において行

っている。また、障害者福祉分野における重要事項の調査審議については、障害当

事者、事業者、学識経験者及び地方公共団体の代表者により構成される社会保障審

議会障害者部会において行っている。 

 

（２）三人委員会の勧告に対するフォローアップ 

１．第１条第３項、第３条 

（ｃ）就労継続支援Ｂ型事業において（経済）活動を行う障害者に対する低い賃

金について 

障害者が地域で自立した生活を送るための基盤として、就労支援は重要であ

り、一般就労を希望する方にはできる限り一般就労していただけるように、一般

就労が困難である方には就労継続支援Ｂ型事業所等での工賃の水準が向上するよ

うに支援していくことが重要である。 

このため、２００７年度から「工賃倍増５か年計画」として、各地方自治体や
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産業界等の協力を得ながら官民一体となり取り組み、これまでの取組の実績を踏

まえた見直しを行った上で、２０１２年度から２０１４年度にわたり、各都道府

県において「工賃向上計画」を策定し、工賃の向上に関する目標を設定すること

等により、取組を計画的に進めてきた。更に工賃向上に当たっては、計画に基づ

いた継続的な取組が重要であることから、２０１５年度以降も各都道府県におい

て「工賃向上計画」を策定し、工賃向上に資する取組を計画的に進めている。

（２０１２年度以降は３年毎に「工賃向上計画」を策定している。） 

さらに、官民一体となった取組を推進しており、具体的には、各事業所におい

て、民間企業などの技術、ノウハウ等を活用した取組（経営コンサルタントや企

業ＯＢの受け入れによる経営改善、企業経営感覚の醸成等）、複数の事業所が共

同して受注、品質管理等を行う取組の推進、工賃引き上げに積極的な事業所にお

ける好事例の紹介、事業所の経営意識の向上及び事業所職員の人材育成に資する

研修・説明会の開催、商品やサービスのＰＲを行うとともに、販売会・商談会の

実施、障害者就労施設などに受注などを斡旋又は仲介する等の業務を行う共同受

注窓口による情報提供体制の整備、農業等に関する専門家の派遣や農福連携マル

シェの開催等の支援を行っている。 

この結果、就労継続支援Ｂ型事業所の２０２１年度の工賃は、２００６年度か

ら３５％増加している。 

また、２０１３年４月より施行された「国等による障害者就労施設等からの物品

等の調達に関する法律」により、国、独立行政法人及び地方公共団体等は、障害者

就労施設等から物品やサービスを優先的に調達する努力義務が課されており、２０

２１年度の調達実績は、約２１１億円であった。 

 

（ｄ）就労継続支援Ａ型事業及びＢ型事業利用者に対するサービス料 

就労継続支援については、単に障害者の就労の機会を提供するのみならず、生

産活動その他の活動の機会の提供を通じた、その知識及び能力の向上を目的とし

て行われるものであり、その訓練に要する費用については、他の障害福祉サービ

スと同様、一部利用者に負担いただくこととしている。 

その上で、障害者の就労継続支援Ａ型及びＢ型を含む障害福祉サービスの利用

に関しては、２０１０年４月から、低所得（市町村民税非課税）の障害者の利用

者負担を無料とし、実質的に応能負担とした。 

 さらに、２０１２年４月からは、当該障害福祉サービスの利用者負担に関して

は、利用者の家計の負担能力その他の事情を斟酌すると規定することで、応能負

担であることを法律上明確にしたところである。 

 その結果、２０２２年１１月現在で就労継続支援Ａ型及びＢ型を含む障害福祉

サービス利用者の９２．７％が無料でサービスを利用している。 

 

２．第３、４、７条 

重度障害者を雇用するためには、施設、設備等の物的な負担や、現場指導等の

配慮が必要である。このため、事業主の経済的負担を調整している雇用率制度に

おいて、重度障害者をダブルカウントしている。これは、就労の困難度の高い重

度障害者の雇用促進に寄与してきた。 
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公共職業安定所長や都道府県労働局長は、障害者への差別の禁止や合理的配慮

の提供に関して、助言、指導、勧告を行っている。実際に、公共職業安定所の助

言等により、対応の改善が図られている。その他、事業主と労働者との間で話合

いが円滑に進まず、紛争に発展した場合には、都道府県労働局長が当事者へ助言

等している。 

 

（３）前回のオブザベーション・指摘に記載されたが、前回のＩＬＯ報告書には記載さ

れていない問題点 

２０１７年から２０１８年にかけて、就労継続支援Ａ型事業所を経営する法人にお

いて、Ａ型事業による収益を社会福祉事業とは言えない別の事業に充てた結果、Ａ型

事業に悪影響を与えて廃業した事例などがあり、障害者を解雇するケースが相次いだ

事例を踏まえ、就労継続支援Ａ型の指定基準を見直し、生産活動の収益から利用者で

ある障害者の賃金を支払わなければならないこととし、これを満たさない場合、事業

者に対して経営改善計画の提出を義務づけた。また、都道府県等に対し、Ａ型事業所

の新規指定において、事業計画の実現の可能性や、販路、他社と比較した優位な点な

どを確認すること、経営判断に知見を有する関係部局と連携すること等を示し、Ａ型

事業所の適正化を図ってきたところ。 

さらに、就労継続支援Ａ型事業に対する経営改善や販路開拓等の支援を行ってい

る。 

その結果、生産活動による収入から雇用している利用者の賃金を支払うという基準

を満たしていないＡ型事業所は、２０１７年当時の７割から２０２２年では６割へ改

善しつつある。 

 

２．今後の審議に向けた見解 

（１）障害者の権利に関する条約と国内施策の乖離 

障害者雇用促進法において、雇用率制度は、原則、障害者手帳を所持する者を対

象としている。これは、法的公平性と安定性の観点から、対象とする障害者を明確

かつ容易に判定できるようにするためである。しかしながら、障害者雇用促進法

は、手帳所持者に限らず、法の対象となる障害者のために、事業主に、差別禁止や

合理的配慮の提供を義務付けている。 

 

（２）ディーセント・ワークの観点 

  ②就労継続支援Ａ型事業提供者の実情 

１．（３）と同様。 

 ③就労継続支援Ｂ型事業利用者の実情 

就労継続支援Ｂ型事業の利用者は、当該事業場と雇用契約を締結せずに生産活動

に従事しながら、生活習慣の確立や作業能力の向上といった福祉的な支援を受ける

ものであり、事業場への出欠、作業時間、作業量等の自由があり、指揮監督を受け
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ることなく就労するものとされていることから、基本的には、「労働者」に該当し

ないものである。 

しかし、労働者性の判断は、障害者であるか否かにかかわらず、使用従属性があ

るか否かを、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を総

合的に勘案して行っている。 

障害者の労働者性判断について言及した「障害者自立支援法に基づく就労継続支

援により作業を行う障害者に対する労働基準法の適用等について」（２００６年１

０月２日基発第１００２００４号）及び「授産施設、小規模作業所等において作業

に従事する障害者に対する労働基準法第９条の適用について」（２００７年５月１

７日基発第０５１７００２号）は、障害者に対する労働基準関係法令の適用を、一

般労働者に比し限定的に行う趣旨のものではなく、一般的な労働者性の判断要素を

就労継続支援事業等に当てはめた場合に、使用従属関係が認められ得る具体的な作

業実態を示したものである。したがって、一般の労働者と同様に、障害者がＢ型事

業場で就労している場合であっても、その作業実態が使用従属関係下にあると認め

られる場合には、公平に労働基準関係法令の適用を受けることになる。 

よって、「障害者自立支援法に基づく就労継続支援により作業を行う障害者に対

する労働基準法の適用等について」（２００６年１０月２日基発第１００２００４

号）は、就労継続支援Ｂ型事業場で就労している障害者に対する労働基準関係法令

の適用を妨げるものではないと認識している。 

Ｂ型プログラムにおける賃金については、１．（２）の（ｃ）と同様。 

最低賃金の減額特例は、最低賃金法第７条に掲げる者について、最低賃金をその

まま適用すると、かえって雇用の機会が失われるおそれがあることから、都道府県

労働局長の個別の許可を条件として、労働能力や、従事する業務の内容を考慮して

定める率（減額率）を最低賃金に乗じて適用することを認める制度である。 

同条の「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」については、単に

障害があることのみを理由に減額の特例許可がされるものではなく、その障害が原

因で、業務の遂行に直接支障を与えることが明白であって、かつ、その支障の程度

が著しい場合にのみ許可しているところである。 

従って、許可に当たっては、個別に実地調査を行い、対象となる労働者の労働能

率等の実態を十分に把握したうえで、慎重に判断を行うこととしており、制度の趣

旨に反して労働者が不当な低賃金で雇用されることのないよう運用している。 

 

（３）数量と雇用率の問題 

重度障害者を雇用するためには、施設、設備等の物的な負担や、現場指導等の配

慮が必要である。このため、事業主の経済的負担を調整している雇用率制度におい

て、重度障害者をダブルカウントしている。これは、就労の困難度の高い重度障害

者の雇用促進に寄与してきた。 
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（別添２） 
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